






 

 PMD 病棟において多くの記録法が検討されているが、当病棟でも昨年度より

看護計画と看護記録の改案を行ない実施して来た。看護計画を長期の看護目標

と当面の看護目標に設定したことで長期療養患者に継続した看護が展開でき又

多くの職種との協力体制も深められる等 PMD 療育の一助となったので、事例を

通してその実際を報告する。 


